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学校法人のガバナンス強化支援
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1. 学校法人におけるガバナンス強化の背景と支援全体像
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1. ガバナンス強化が求められる背景

◼ 学校法人においても、ガバナンスを強化・充実させることが求められています

背景 概要

私立学校法の改正 ◼ 2020年4月、私立大学が自律的なガバナンスの下で経営力強化と経営の透明性向上に努め
ることを目指し、改正私立学校法が施行
⚫ 役員の職務及び責任の明確化等に関する規定の整備
⚫ 情報公開の充実
⚫ 中期的な計画の作成

文部科学省における
有識者会議の開催

◼ 文部科学省が、学校法人におけるガバナンスの在り方に関する有識者会議を開催
⚫ 2020年1月～2021年3月 学校法人のガバナンスに関する有識者会議
⚫ 2021年7月～2021年12月 学校法人ガバナンス改革会議

ガバナンス・コードの
導入

◼ 私立大学が自主的にガバナンス改革を進めるため、各私立大学団体がガバナンス・コードを
策定、公表
⚫ 2019年3月 日本私立大学協会憲章 私立大学版ガバナンス・コード＜第1版＞
⚫ 2019年5月 日本私立大学連盟 ガバナンス・コード【第1版】

◼ 2020年3月 国立大学協会が国立大学法人ガバナンス・コードを策定、公表
◼ 2021年6月 東証がコーポレートガバナンス・コードを改訂

急変する経営環境 ◼ 私立学校を取り巻く経営環境の変化、複雑化
⚫ 少子化の進展による経営困難校の顕在化
⚫ グローバル化の急速な進展
⚫ ソサエティ5.0等の経済社会の高度化
⚫ 学校法人間、大学間の連携の進展 など
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［参考］私立学校法の改正

◼私立学校は、建学の経緯等からその自主性が尊重される一方で、公共性という観点から、ガバナンスを強化する法改
正が進められています

2004年改正（2005年施行） 法人の機関制度など、ガバナンスのあり方を見直し

◼ 学校法人の管理運営制度の改善
⚫ 学校法人の基本的な機関である理事・監事・評議員会の制度を整備し、権限・役割分担を明確化

◼ 財務情報の公開
⚫ 財務書類等を備え置き、利害関係人等からの請求に応じて、閲覧に供する

2014年改正（2015年施行） 私学全体に対する不信感につながるような異例な事態に所轄庁が適切に対応するための仕組みを整備

◼ 所轄庁による必要な措置命令等の規定の整備
⚫ 法令等違反や運営の適正を欠く場合の所轄庁による必要な措置命令、措置命令に従わない場合の役員解任勧告

◼ 報告及び検査の規定の整備
⚫ 所轄庁は、学校法人に対し業務・財産の状況の報告を求め、事務所等に立ち入り、検査することができる

◼ 忠実義務規定の明確化
⚫ 学校法人の理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実に職務を行わなければならないことを規定

2019年改正（2020年施行） 私立大学が自律的なガバナンスの下で経営力強化と経営の透明性向上に努めることを目指し、改正

◼ 役員の職務及び責任の明確化等に関する規定の整備
⚫ 運営基盤の強化、教育の質の向上、運営の透明性確保などを学校法人の責務として明確化
⚫ 役員の責任の明確化（学校法人から役員等への特別の利益供与禁止、役員の善管注意義務など）
⚫ 理事・理事会機能の実質化（特別の利害を有する理事の議決権排除、利益相反取引の制限など）
⚫ 監事の理事に対する牽制機能（理事の業務執行状況の監査、理事の法令等違反行為の差止めなど）
⚫ 評議員会機能の実質化（中期的な計画・役員報酬基準への意見）

◼ 情報公開の充実
⚫ 財務書類等、寄附行為、役員等名簿、役員報酬基準の一般閲覧

◼ 中期的な計画の作成
⚫ 事業に関する中期的な計画の作成を義務化



Mitsubishi UFJ Research and Consulting5

LINE 本文ページ

［参考］学校法人のガバナンスに関する有識者会議・学校法人ガバナンス改革会議

◼ 文部科学省では、学校法人が公益的な法人と してふさわしいガバナンスを確保するするための制度改正について検
討されています

学校法人ガバナンス改革会議 （2021年7月～2021年12月）

趣旨 ◼ 公益法人として各種免税等税制上の優遇を受けることにより、国民から隠れた補助金（tax expenditure）を享受する学校法人制度

について、社会福祉法人制度改革、公益社団・財団法人制度の改革を踏まえ、それらと同等のガバナンス機能が確実に発揮でき
る制度改正のため、外部有識者で構成される会議を新たに設置し、学校法人ガバナンス改革案を策定する

検討事項 １．新法人制度の改革案
●社会福祉法人や公益法人と同等のガバナンス機能を発揮する機関設計の在り方

２．規模等に応じた取扱い
●会計監査人、内部統制システム等の義務付けや代替措置の在り方 ●簡素化する事項の整理
●財務書類の一般閲覧・公表（都道府県所轄法人） ●個人立幼稚園に対する規律

３．「ガバナンス・コード」の抜本改革
●コンプライ・オア・エクスプレイン方式への移行 ●コーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえた対応
●事業報告書を通じたガバナンス情報の開示 ●団体の取組・法人の好事例のフォローアップ

学校法人のガバナンスに関する有識者会議 （2020年1月～2021年3月）

趣旨 ◼ 公益法人としての学校法人制度について、令和元年の私立学校法改正や社会福祉法人制度改革、公益社団・財団法人制度の改
革を踏まえ、同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正のための検討を行うため、「学校法人のガバナンスに関する有識者会
議」を開催する

取りまとめ
（基本的な方向性）

◼ 取りまとめとして、学校法人がガバナンスを発揮していくために望まれる取組の基本的な方向性を提示
（１）評議員会・評議員の職務等

①評議員会の基本的な職務 ②役員の選解任の在り方 ③評議員の在り方 ④評議員会の運営
（２）理事会・役員の職務等

①理事会におけるモニタリングの強化 ②監事の独立性の強化
（３）監査・内部統制の体制整備
（４）ガバナンスの自律性と透明性の確保
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［参考］大学におけるガバナンス・コード

◼私立大学団体、国立大学協会によって、ガバナンス・コードが作成、公表されています

◼私立大学におけるガバナンス・コードでは、「自主性・自律性」「公共性」「信頼性」「透明性」「安定性・継続性」などが重
要なキーワードになっています

基本原則１． 国立大学法人のミッションを踏まえたビジョン、目標
戦略の策定とその実現のための体制の構築

基本原則２． 法人の長の責務等

２－１ 法人の長の責務
２－２ 役員会の責務
２－３ 法人の長を補佐する理事及び副学長等の活用

基本原則３． 経営協議会、教育研究評議会、学長選考会議及び
監事の責務と体制整備

３－１ 経営協議会
３－２ 教育研究評議会
３－３ 学長選考会議
３－４ 監事

基本原則４． 社会との連携協働と情報の公表

日本私立大学連盟 ガバナンス・コード【第1版】
日本私立大学協会憲章 私立大学版

ガバナンス・コード＜第1版＞
国立大学法人 ガバナンス・コード

第１章 私立大学の自主性・自律性（特色ある運営）の尊重

１－１ 建学の精神

１－２ 教育と研究の目的、中期的な計画等

第２章 安定性・継続性（学校法人運営の基本）

２－１ 理事会

２－２ 理事

２－３ 監事

２－４ 評議員会

２－５ 評議員

第３章 教学ガバナンス（権限・役割の明確化）

３－１ 学長

３－２ 教授会

第４章 公共性・信頼性（ステークホルダーとの関係）

４－１ 学生に対して

４－２ 教職員等に対して

４－３ 社会に対して

４－４ 危機管理及び法令遵守

第５章 透明性の確保（情報公開）

５－１ 情報公開の充実

安定性・継続性

透明性

公共性

信頼性

自主性・自律性

基本原則「１．自律性の確保」

遵守原則
１－１

広く社会に存在するステークホルダーに対し、教育
研究目的を明確に示し、理解を得る。

基本原則「２．公共性の確保」

遵守原則
２－１

教育研究活動を通じて、広く社会に、また地域にとっ
て有為な人材を育成する。

遵守原則
２－２

教育研究活動から得られた成果を踏まえ、現実の
諸課題に対する解決方法を示し、社会に貢献する。

基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

遵守原則
３－１

常に法令を遵守するとともに、教育研究活動を通じ
社会に貢献する。

遵守原則
３－２

理事会による理事の職務の執行監督機能の実質化
を図るとともに、利益相反や研究活動に関わる不正
行為等の防止に必要な制度整備を行う。

遵守原則
３－３

教育研究活動に係る情報、経営に係る情報につい
て広く理解を得るため、積極的に情報を公開する。

基本原則「４．継続性の確保」

遵守原則
４－１

大学運営に係る諸制度を実質的に機能させ、自律
的な大学運営に努める。

遵守原則
４－２

財政基盤の安定化、経営基盤の強化に努める。

自主性・自律性

安定性・継続性

公共性

信頼性

透明性
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2-1. 支援テーマ（例） 1/2

◼学校法人におけるガバナンスの強化・充実をご支援致します

支援テーマ（例） 概要

（1）. ガバナンス態勢の現
状診断

◼ 貴学のガバナンス態勢を、私立大学版ガバナンス・コードやコーポレートガバナンス・コード等と比較対
照

◼ 現状のガバナンス態勢の充分性を検証するとともに、高度化に向けてご提言

（2）. 中期的な計画の
策定支援

◼ 中期的な計画を策定するにあたっては、「抽象的な目標に留まらず、データやエビデンスに基づく計画
であることが望ましい」とされている点に要留意

◼ 裏付けのある中期的な計画の策定をご支援

データ・エビデンス
の収集、作成支援

◼ 中期的な計画の裏付けとなるデータ・エビデンスの収集、作成をご支援
⚫ 外部環境の分析
⚫ 大学内外向けアンケート調査の実施
⚫ グループディスカッションのファシリテーション

（3）. 貴学におけるリスク
管理態勢の構築

◼ 統一的な方法論に基づき潜在的なリスクを識別し、分析・評価・管理するための態勢構築をご支援

（4）. 貴学におけるコンプ
ライアンス態勢の構築

◼ 貴学に関連するコンプライアンスリスクの抽出と管理態勢構築をご支援
◼ 貴学の構成員に対するコンプライアンス教育や啓発活動をご支援

（5）. インシデント／クライ
シス管理態勢の構築

◼ インシデント（日常的に発生する事件・事故等）報告におけるエスカレーションルール／レポートライン
を設計し、インシデントモニタリング態勢の構築をご支援

◼ 学校経営に大きな影響を与えるクライシス（重大な危機）発生時における管理態勢の構築をご支援
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2-1. 支援テーマ（例） 2/2

支援テーマ（例） 概要

（6）. 監査・内部統制シス
テムの整備

◼ 監事および会計監査人と連携し、業務監査および教学監査を効果的・効率的に実施するための内部
監査組織の設置または高度化をご支援

◼ 学校法人の業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンス確保、資産の保全等を目的
とした内部統制システムの整備と高度化に係わるご支援

（7）. 貴学におけるリスク
カルチャー（*）の醸成
*リスクに関する構成員の認識・判断・行動

◼ 貴学における望ましいリスクカルチャーを醸成することを目的に、アンケート調査やインタビューを用い
た現状調査とギャップ分析

◼ 望ましいリスクカルチャーを醸成するための対応案の策定をご支援

（8）. GRC（ガバナンス・リ
スク・コンプライアンス）シ
ステムの導入

◼ システムを用いた業務の標準化と効率化の実現をご支援
◼ リスク管理、コンプライアンス、内部監査等に関係するデータを共通プラットフォーム上で一元管理し、

可視化とデータ分析の実施をご支援
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2-2. 個別支援テーマ（例）

◼個別テーマに対応したご支援を致します

支援テーマ（例） 概要

（1）. 資金運用体制整備
支援

◼ 貴学における資金運用体制整備をご支援します
⚫ 資金運用規定の策定・見直し
⚫ 運用の意思決定、途上のモニタリング、リスク管理などのポイントを整理し、体制実働を支援
⚫ 資産状況、運用方針、運用目的等を踏まえ、貴学に適した運用商品の検討支援

（個別銘柄や特定の証券会社の商品等の推奨を行うものではありません）

（2）. 大学スポーツガバナ
ンス現状診断

◼ 「スポーツ団体ガバナンスコード」をベンチマークとした、現状の体育会におけるガバナンスやコンプラ
イアンス遵守状況の現状診断・課題識別および改善・高度化に向けたご支援

（3）. 研究コンプライアン
ス管理の現状分析支援

◼ 研究コンプライアンスに関する現状分析および課題の識別、優先順位付けのご支援



章区切り

Mitsubishi UFJ Research and Consulting 10

2-1. 支援テーマ（例）のご紹介



Mitsubishi UFJ Research and Consulting11

LINE 本文ページ

2-1-（1）.ガバナンス態勢の現状診断

理事会

評議員会

ファーストライン

◼ 事務組織（リスク・コ
ンプラ除く）

◼ 教学組織 等

セカンドライン

◼ リスク管理部
◼ コンプライアンス推

進部 等

サードライン

◼ 内部監査部 等

内部統制管理 内部監査
リスク管理

コンプライアンス

◼ ファーストラインおよびセカンドラ
インから独立した立場で、法人経
営に対する内部監査と、教学組
織に対する教学監査を実施

◼ 法人経営を行う事務組織と、教
学組織の現場部門として内部統
制を構築し管理

◼ ファーストラインから独立したリス
ク管理・コンプライアンスの機能
により、ファーストラインの監視と
支援

監事
選解任
意見

選
解
任

提案
諮問

監査

業務執行

理事
長

業務執行
理事

選解任
報告

モニタリン
グ

◼ガバナンスコード等を基にした「あるべきガバナンス態勢」を踏まえ、貴学におけるガバナンス態勢の現状分析をご支援
致します

ガバナンス態勢の
現状分析（例）

◼ 関係者へのインタビュー

◼ 文書類のレビュー

⚫ 組織図、権限規程、業
務規程・マニュアル類
理事会議事録、評議委
員会議事録 等

◼ ガバナンスコード（国公
立・私大等）との比較分析

MURCの支援内容背景

評議会・理事会・監事
が効果的に機能を発揮

しているか?

学校法人経営を取り巻く環境が大
きく変化する中で、組織目的が適正
かつ効果的に達成できるように、ガ
バナンス強化が求められている

、

✓ 少子化による生徒数の減少

✓ 教育のグローバル化

✓ リカレント教育の普及

✓ パンデミック

✓ ソサエティ5.0にみられるテクノロ
ジーの進化

✓ 大学間の連携促進 ・・・等

学校法人に対する「ガバナンスコード」や、「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」における「学校法人のガバナンスの
発揮に向けた今後の取組の基本的な方向性」等を参考に、 ガバナンス態勢の現状分析を実施

スリーラインモデルの
組織体制が整備されて

いるか?

内部統制の整備・運用
ができているか?

現状分析の視点

兼務禁止に該当してい
ないか?

監事と内部監
査部門の連携
はできている

か?
独立したリスク／コ
ンプラ体制がある

か?
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フィードバック

2-1-（2）.中期的な計画の策定支援

◼ 中期的な計画の裏付けとなるデータ・エビデンスを収集、作成し、その内容に基づく計画の策定をご支援致します

【外部環境】 【学内環境】

・自学を取り巻く外部環境分析 ・学内（教職員）意識調査

・学内（学生）意識調査

・グループディスカッション

・学外意識調査

進捗管理の実施進捗管理手順設定施策立案ビジョン策定

データ・エビデンスの収集・作成

・計画の土台となるビジョンを
策定します

・建学の理念、社会情勢、自
学の立ち位置などを踏まえ
たビジョンを策定し、学内で
共有、外部に発信します

・計画の具体的な施策を立
案します

- 教育・研究
- 組織体制
- 外部連携
- 社会貢献 ／等

・立案した計画の進捗状況を
モニタリングするためのメル
クマールを設定します

・計画はPDCAサイクルとし
て運用することが重要です

・定期的に計画の進捗状
況のモニタリングを実施

PEST分析
Politics（政治）、Economics（経済）、
Society（社会）、Technology（技術）

SWOT分析
Strength（強み）、Weakness（弱み）、
Opportunity（機会）、Threat（脅威）

データ・エビデンスに基づく計画のご提言

（計画策定プロセス）

進捗管理手順のご提言

MURCの支援内容背景

◼ 私立学校法により、中期的
な計画の策定が義務化

【客観性のある計画】

◼ データやエビデンスに基づく
計画として作成

【実効性のある計画】

◼ 事業報告書において、計画
の進捗・達成状況を要記載

【学内で合意の取れた計画】

◼ 中期的な計画について、評
議員会の意見を聴取

（MURC支援内容）
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リスク評価手法やレポートライン及び報告内容の定義を行い、学校法人全体のリスクを可視化する
とともに、管理方針を決定することができる

◼ 組織横断的な目線でのリスク評価実施による、全社的重要リスクの特定

◼ リスク評価手法の導入による、リスク評価業務の効率化

MURCの支援内容

リスク管理態勢が整備されておらず、学校法人におけるリス
クを識別・評価・管理できていない

✓ 学校法人内でリスク管理を行う部署または担当が配置さ
れていない

✓ 体系的なリスクの抽出・評価手法が確立されていない

✓ 理事会や監事に対して、適切なリスク報告が行われてい
ない

典型的な課題（例）

2-1-（3）.貴学におけるリスク管理態勢の構築

◼ 学校法人が直面している潜在的なリスクを可視化し、リスクに対する事前施策の立案をご支援致します

リスク
管理部門

リスク
抽出・
評価

リスク
対応
策の
立案

リスク
対応
策の
実行

モニタ
リング

態勢
の見
直し

リスク管理
規程

学校法人

学校法人を取り巻
くリスクが把握でき

ていない

イ
ン
パ
ク
ト

小

大

全社発生可能性

リスク一覧表
とリスクマップ
を報告

少子化 ?

不正 ?

情報流出?
不祥事 ?

理事会

評議員会

監事

理事会を中心に学
校法人のリスク管理
の業務執行を指示

コンプライアンス?
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2-1-（4）.貴学におけるコンプライアンス態勢の構築
コンプライアンス基本方針（定義・行動規範）の見直し

◼ 現在の時代背景等も踏まえて遵守すべきコンプライアンス定義を見直し、行動規範への落とし込みとコンプライアンス
推進施策をご支援致します

法令等

社内規程

社会規範

法律や規則、政令、当局の指導、団
体のコード等

「狭義のコンプライアンス」

自学・自学グループとしての価値観
や経営理念、それらに基づく各種
ルール等

社会通念や多様な倫理観、文化的背
景、地域社会への貢献、SDGs/ESG

の理念等

「広義のコンプライアンス」

背景 MURCの支援内容

XX大学 行動規範

- 基本理念

▪ XXX職員・指導者・学生を含むあ
らゆる関係者は、・・・社会規範に
沿った責任ある行動をとります。

- 遵守事項

1.学生の人権を尊重し、・・・、

2.・・・

3.・・・

◼ 広く社会から信頼を得るためには、「法令さえ遵守すれば良い」と
いう態度でなく、社会規範までを含めて検討が必要

◼ 定義を定め、貴学関係者が守るべき基本方針・行動規範への落とし込み
と策定、組織に浸透させるためのコンプライアンス推進施策を立案

コンプライアンス定義決定 基本方針や行動規範の策定

コンプライアンス推進施策の策定

コンプライアンス推進施策の構築
◼ ワークショップの開催
◼ コンプラ推進のためのブローシャ―作成
◼ コンプラ意識に係るアンケート実施
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インシデント／クライシス報告のためのレポートライン及び報告内容の定義を行い、グローバ
ル統一の手順を策定します

◼ 重要インシデントが漏れなく即座に理事会に報告される仕組みの導入

◼ グループ共通のインシデント報告フォーマット作成による業務効率化の実現

MURCの支援内容

インシデント／クライシス報告態勢が整備されておらず、学
校法人内で問題の把握の管理が不十分

✓ インシデント／クライシス管理担当者が任命されておらず、
全社的なインシデント管理が行われていない

✓ インシデント／クライシスの認識・評価手法が確立されて
いない

✓ レポートラインや報告内容が定義されていない

典型的な課題（例）

2-1-（5）.インシデント／クライシス管理態勢の構築

◼ インシデント（日常的に発生する事件・事故等） ／クライシス（重大な危機）報告に係るレポートラインを定義し、貴学内
の顕在化したリスクの情報収集と管理態勢実現をご支援致します

重要度が高いも
のは、理事会へ
報告リスク管理担当

情報漏洩ハラスメント 不正 不祥事

学校法人内でのイ
ンシデントの状況
が把握できない

インシデントが発生
しているにも関わら

ず報告されない

インシデント
報告

担当部門
・担当者

報告内容が
不明確

・・・

報告ルートを明確に
し、重要度に応じて
エスカレーション

報告内容を明確化

インシデント／クライシス一覧

種類
回付
状況

対応
状況

対応
期限

インシデント 回付済 対応中 MM/DD

クライシス 回付中 未対応

インシデント 回付済 対応中 MM/DD

・
・
・

-

インシデント／クライシスを一元管
理し、貴学横断的に状況を把握

理事会

評議員会

監事

重要度に応じたエス
カレーション基準を
明確化

インシデント発生
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2-1-（6）.監査・内部統制システムの整備

◼貴学における内部統制システムを適切に整備し、継続的に適切な運用が実施されていることを確かめる内部監査態勢
の構築をご支援致します

業務上のリスク

リスクに対応する
コントロール

【フローチャートによる「見える化」】

監査計画 監査手続 報告組織体制

監査に必要な組織作
り

リスクベースでの監
査計画策定

監査手続・監査調書
の標準化

報告フォーマットの標準化

背景

フローチャートを作成し、業務プロセス、リスクおよびコントロールの「見える化」を行った上で、内部統制の高度
化と業務効率化をご提案

内部統制を適切に整備・運用することにより、
以下の4つの目的を達成することが可能

◼ 業務の有効性及び効率性

◼ 財務報告の信頼性

◼ 事業活動に関わる法令等の遵守

◼ 資産の保全

貴学における、教学組織及び事務組織の
双方において、適切な内部統制を整備

内部統制が適切に整備され継続的に運用
が行われていることを確かめるために、事
務組織の業務監査および教学に対する内
部監査を実施することが効果的である

教学組織／事務組織の内部統制の構築支援

内部監査体制の構築支援

MURCの支援内容

プロセス リスク コントロール

研究プロセス 研究データ漏洩
情報システムへのアクセスコ
ントロールを整備

研究プロセス 研究成果の剽窃
研究成果に対する第三者審
査の実施

【リスク・コントロールマトリックス】

・・・

リスクを一覧化し、対
応するコントロールをマ
トリックス形式で整理
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2-1-（7）.貴学におけるリスクカルチャーの醸成

◼ 貴学におけるリスク／コンプライアンス意識の傾向を洗い出し、学校法人における望ましいリスクカルチャー醸成のため
のご支援を致します

目指すべきカルチャー醸
成に不可欠な意識が共有
されていないのではない
か?

課題仮説

カルチャー醸成への取り
組みで最も意識している
点はどのようなものです
か?

質問項目

コンプライアンスカル
チャーに関する意識・考え
方が最前線まで浸透して
いないのではないか?

コンプライアンスカル
チャーと言われてイメージ
するものは何ですか?

XXXXXX

【インタビュー質問項目の策定支援】

大学トップが考える望ましいコンプライアンス
カルチャーを貴学関係者に伝達するために
ワークショップの開催は有効な施策です

✓ カスケード方式を採用することで、多忙な
トップマネジメント自らが全ての構成員に対
してワークショップを実施する必要がなくな
ります

✓ ワークショップに参加した構成員が次の
ワークショップを主導することにより、当事
者意識を高めより理解を深める効果があり
ます

ワークショップ
(理事会)

ワークショップ
(教学部管理者)

ワークショップ
(教学部教員)

カスケード

カスケード

【カスケード方式のワークショップ】

貴学にとって望ましいコンプライアンスカルチャーを定義するとともに、現
状を可視化して、望ましいカルチャーとのギャップ分析を実施します
✓ 「自学にとって望ましいカルチャー」の明確化
✓ ジレンマを含んだシナリオベースでのアンケートやインタビューを実施

✓ コンプライアンスカルチャー醸成活動の実態を可視化し、コンプライア
ンスカルチャー醸成活動におけるギャップを把握

MURCの支援内容

リスクカルチャーの可視化 リスクカルチャーの醸成

典型的な課題（例）

◼ 組織における望ましいカルチャーの
定義が行われていない

◼ 組織のカルチャーが望ましい方向で
醸成されておらず、不祥事の発生や
コンプライアンス違反が頻発

◼ 現状のリスクカルチャー調査を実施
したいが、手法やノウハウを持ってい
ない

⚫ 調査アンケートの作成

⚫ インタビュー項目の策定

⚫ 調査結果の分析

【カルチャー分析の例】

可視化アンケート インタビュー
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2-1-（8）.GRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）システムの導入

◼GRCシステムを導入することで、リスクや内部通報、内部監査結果等の一元的な情報管理を実現し、煩雑な業務プロ
セスの標準化の実現をご支援致します

GRCシステムは、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等に係るビジネスプロセスを統一し、共通プラットフォーム上で
データを一元管理

教育・定着

導入範囲拡大基本設計
・導入
・移行

個別要件定
義

業務システム
要件の定義

方針策定 実装* 定着・高度化

ベンダー選定

方針策定
（ハイレベルで
の要件定義、
RFP作成等）

情報収集・
現状整理

全社共通データベース

ワークフロー（全社で整合的な承認プロセス、情報連携）

・・・内部通報
インシデント
報告・管理

コンプライ
アンス

リスク管理
クライシス
報告・管理

理事会

評議員会

リスク管理
部門

監事

・
・
・

内部監査

* システムベンダーによる支援
※具体的なご支援内容は、選定するベンダー（ツール）に応じてご相談

典型的な課題（例）

◼ リスク管理に必要な情報が、書面や
データファイル等の様々な形式で組織
内に散在しており、データの一元管理
ができていない

◼ リスク等の情報の集計・分析結果の共

有は、エクセルベース／メールベース
で行われており、リアルタイム且つ双方
向でのやり取りが不十分である

◼ 学校法人の役員がリアルタイムに参照
するためのリスク情報が整備されてお
らず、迅速な意思決定ができない

◼ システム導入やプロジェクト管理の経
験がなく、外部からの支援を求めてい
る

GRCシステムのイメージ

GRCシステムの導入イメージ

MURCの支援内容

システム導入に係る要件定義およびプロジェクト管理を支援
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2-2. 個別支援テーマ（例）のご紹介
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2-2-（1）. 資金運用体制整備支援

◼貴学における資金運用規定の策定・見直し、およびその規定に基づく資金運用管理体制の整備をご支援致します

◼ 貴学における資金運用規定の策定・見直しをご支援します
⚫ 資金運用にあたっての論点と対応の選択肢を整理します
⚫ 各論点についてディスカッションの上、貴学に適した対応方針をご提言します
⚫ 上記を反映した資金運用規定の文案を作成します

◼ 上記で策定した資金運用規定に基づいた資金運用体制の整備をご支援します

◼ 資金運用に関する意思決定、途上のモニタリング、リスク管理など業務運営のポイント等につい
てアドバイスを行い、資金運用規定に定めた体制の実働をご支援します

論点（例） 概要

運用対象商品 ◼ 運用対象とする投資商品の範囲の取り決め
⚫ 国債、地方債、政府保証債、事業債、円建外債、外貨建債券、株式、投資信託 /等

◼ 運用可能な投資商品の基準
⚫ 格付機関による格付 運用期間（満期日を有する運用商品の場合） /等

運用体制 ◼ 運用の責任者、担当者の取り決め
◼ 資金運用について審議する会議体の設置

⚫ 構成メンバー、開催サイクル ／等

定期的な報告 ◼ 運用状況の報告に関するルール
⚫ 報告対象、報告内容、報告サイクル ／等

非常時の対応 ◼ 格付低下時や価格の大幅低下時の対応

※本業務では、弊社より、具体的な投資商品の銘柄や取引金融機関について提言、推奨を行うことはありません
投資商品や取引金融機関の選択は貴学の意思に基づきご自身で判断頂くことになります

資金運用規定の策定・見直し

資金運用体制整備

資金運用体制整備支援背景

◼ 学校法人における資金運用
ニーズの高まり

⚫ 教育・研究の充実に向けた
資金確保

⚫ 将来に向けた経営基盤、財
務基盤の確保

⚫ 資金調達ルートの多様化

／等

◼ 資金運用に係るルール、責任
体制の明確化の必要性
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「スポーツ団体ガバナンスコード」の遵守状況診断典型的な課題（例）

2-2-（2）.「スポーツ団体ガバナンスコード」の遵守状況診断支援

◼近年、大学の体育会においてコンプライアンス上の問題が発生し、対応を迫られる例が見られます
◼ 2011年以降の「スポーツ基本法」制定や「スポーツ基本計画」策定等により、「コンプライアンス徹底、スポーツ団体のガ

バナンス強化」が主要テーマとして挙げられており、大学スポーツにおいても対応すべき課題となっています
◼ 2019年公表の「スポーツ団体ガバナンスコード」をベースに遵守状況の診断をご支援致します

スポーツ団体ガバナンスコード（2019年） （一般スポーツ団体向け）

【原則1】 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである

【原則2】 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである

【原則3】 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである

【原則4】 公正かつ適切な会計処理を行うべきである

【原則5】 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより,組織運営

の透明性の確保を図るべきである

【原則6】 高いレベルのガバナンスの確保が求められると 自ら判断する場合、ガバナンスコード＜NF（中央競技団体）

向け＞の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである

◼ 「スポーツ団体ガバナンスコード」をベンチマークとして、体育会のガバナンスやコンプライ
アンス遵守状況の現状を診断し、課題識別や対応策およびあるべき管理体制構築等をご
支援致します

現状の概要把握と
あるべき姿の理解

現状診断の実施
ガバナンス態勢

改善計画の策定及び報告

✓ 貴学関連資料の閲覧・分析
✓ 貴学関係者とのディスカッション

を通じた「あるべき姿」の整理
✓ 「あるべき姿」に基づく、 「ガバナ

ンス・チェックリスト」の作成

✓ 「ガバナンス・チェックリスト」を
ベースに、資料閲覧・分析および
関係者インタビューにより、現状
とのギャップを識別

✓ 協議した対応策をもとに、改善
計画を策定（責任者、実施期限、
スケジュール等）

◼ 大学の体育会におけるコンプライア
ンス上の問題

✓ 暴力行為

✓ パワーハラスメント

✓ セクシャルハラスメント

✓ 安全管理の不備

✓ 指導者・学生（選手）間の紛争

✓ 不祥事の発生

✓ 資金管理

・・・
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2-2-（3）.研究コンプライアンス管理体制の現状分析支援

◼大学において、利益相反、技術流出等の研究コンプライアンス遵守の重要性が増大しています

◼貴学における研究コンプライアンス管理体制を把握するための基礎調査を実施し、優先課題の特定をご支援致します

研究コンプライアンス管理体制の現状分析
研究コンプライアンスに関する

典型的なエリア（例）

✓ 利益相反

✓ 安全保障貿易管理

✓ 技術流出

✓ 営業秘密

✓ 研究倫理

✓ 産学連携

✓ 不正行為防止

✓ 知的財産管理

✓ 環境保護

✓ 労務管理

✓ 個人情報保護

✓ ハラスメント

・・・

初期調査と分析 現状把握と検証
対応策と

あるべき管理体制の導出

✓研究コンプライアンス関
連法規洗い出し

✓他学の取組事例調査

✓学内関係者インタビュー

✓優先的に対応を行うべき
分野の選定

✓優先対応分野における
課題の抽出

✓対応策とあるべき管理
体制の導出

優先対応分野（リスクマップ）（イメージ）

管理体制

イ
ン
パ
ク
ト

優先的に取り組むべき分野大

小

整備済（リスク低） 脆弱（リスク高）

学部横断的・
全学的対応の検討

大

対象大学

◼ 大学（国立、公立、
私立）

◼ 国立研究機関
等
⚫ 貴学の規模や

設立学科、研
究体制などを
総合的に加味
し、事例調査
対象を選定

研究コンプライアンス
取組

失敗事例

◼ 研究コンプライア
ンスに関する指
針・ガイドライン
等

◼ 研究コンプライア
ンス管理体制

◼ 重点的な管理対
象分野

◼ 特徴的な管理体
制または取組み

◼ 他大学における
コンプライアンス
違反、リスク管理
の失敗事例を幅
広に情報収集予
定

他大学の取組事例調査（イメージ）
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［参考］関連テーマ受託実績（抜粋）

ガバナンス強化

大学が取り組むべき安全保障貿易管理体制の構築支援 学校法人

研究に関するコンプライアンス管理体制構築支援 学校法人

保有有価証券の見直しに関するコンサルティング 学校法人

グローバルガバナンス態勢構築に向けた現状分析 運輸業

海外子会社のガバナンス態勢の現状把握 製造業

組織変更に伴うガバナンス態勢構築支援 紙・紙製品卸売業

リスク管理規程類の整備支援コンサルティング 製造業

リスク管理体制の構築支援コンサルティング 金融機関

GRCシステムの導入支援 製薬業

経営計画策定・市場調査

次期経営計画策定にあたっての経営診断コンサルティング 金融機関

将来の人口推計、社会経済状況の変化を踏まえた将来需要予測 運輸業

営業エリア分析に関するコンサルティング 金融機関

顧客ニーズ調査分析業務 金融機関



章区切り
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3. お問い合わせ
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お問い合わせ

◼ コンサルティングのご依頼、ご相談の際は、以下のボタンをクリックください。

◼ お問い合わせページに移動しますので、必要事項を記入ください。

お問い合わせ

QRコードはこちら

URLはこちら https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-ldkgpe-1648b29f41f462760deaee4cdc248144

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-ldkgpe-1648b29f41f462760deaee4cdc248144
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ご利用に際して

◼本資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証する
ものではありません。

◼また、本資料は、作成者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません。

◼本資料に基づくお客様の決定、行為、及びその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、
お客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。

◼本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず、出所：
三菱UFJリサーチ&コンサルティングと明記してください。

◼本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡下さい。

本資料に関する問い合わせ先：

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部 コンサルティング業務企画部 下記HPよりお問い合わせください

https://www.murc.jp/inquiry/

https://www.murc.jp/inquiry/
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GRCコンサルティング部のご紹介

◼ GRCコンサルティング部は、GRC (Governance, Risk, Compliance)の各領域について、日本に本社を持ちグローバルにビジネスを展開
するクライアントに対して、グループ・グローバル経営に関するマネジメントコンサルティングサービスを提供しています。

GRCコンサルティング部

グローバル 国内

グローバル企業／
大企業

中堅・中小企業

官公庁

ガバナンス

リスク管理

コンプライアンス

内部監査、リサーチ等

• コーポレートガバナンス機構の設計・
評価支援、法定委員会の事務局運営
支援

• 経営者報酬制度設計・運用・開示支援
等

• グローバル態勢の構築支援

• 信用リスク／収益管理等に関する支援

• 地銀等の金融機関／事業会社向けマ
ネジメントコンサル 等

• グローバル態勢の構築支援

• 贈収賄防止態勢に関する各種支援

• リスク／コンプライアンスカルチャー可
視化・醸成支援 等

• グローバル内部監査態勢の構築支援

• GRCシステムの導入

• 各種リサーチ支援、市場予測

• 販促資材レビュー、IPO支援 等

当社海外現法、提携
先のグローバルネット
ワークの活用等
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会社紹介

◼ 三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のシンクタンク・コンサルティングファームです。

◼ 東京・名古屋・大阪を拠点に、国や地方自治体の政策に関する調査研究・提言、民間企業向けの各種コンサルティング、経営情報サービ

スの提供、企業人材の育成支援、マクロ経済に関する調査研究・提言など、幅広い事業を展開しています。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング

会員・人財開発事業本部

調査本部

企画管理部門

ソーシャルインパクト・パートナーシップ事業部

内部監査部

総合リスク管理部

コンサルティング事業本部

戦略コンサルティングビジネスユニット

経営コンサルティングビジネスユニット

組織人事ビジネスユニット

サステナビリティビジネスユニット

ココロミルラボ

デジタルイノベーションビジネスユニット

国際業務推進本部

営業本部

ホーチミン駐在事務所

政策研究事業本部

東京本部

名古屋本部

大阪本部

プロジェクト品質管理部

https：//www.murc.jp 

会社概要

会 社 名
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.  

本 社 所 在 地
〒105-8501 東京都港区虎ノ門五丁目11番2号 オランダヒルズ森タワー

TEL：03-6733-1000（代表）

資 本 金 20億6千万円

従 業 員 数 約1,010名（2021年6月現在）

代表取締役社長 池田 雅一

理 事 長 竹森 俊平

主 要 株 主 三菱UFJ銀行、三菱UFJキャピタル、三菱UFJファクター

子 会 社

PT. MU Research and Consulting Indonesia

MU Research and Consulting (Thailand) Co., Ltd.

Digital Governance Academy Asia-Pacific株式会社

駐 在 員 事 務 所
The Representative Office of Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., 

Ltd. in Ho Chi Minh City
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シンクタンク・コンサルティングファームとしての知見発信

当社所属のコンサルタントによる最近の出版物（抜粋） 当社コンサルタントが出演したテレビ番組（2020年冬）

出所及び動画URL：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/nihonkounaru/

BSテレビ東京 特別番組
「日本はこうなる!?～2021年を生き抜くビジネス戦略～」

さまざまな業種・業態の企業のお客様のために、
経営課題の解決や経営戦略の立案に

役立つレポートを掲載しています

コンサルティング・
レポートはこちら

URL https://www.murc.jp/report/rc/report/consulting_report/

https://www.murc.jp/report/rc/report/consulting_report/
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海外のコンサルティングサービスネットワーク

◼ 当社はかねてよりアジアを重点市場としてとらえ、ASEANの3か所に拠点をもって、コンサルティングサービスを提供しています。

◼ 2020年に国際会計事務所グループであるSCS-Invictus Holdings Pte. Ltd.とアライアンスを締結し、幅広い領域で、お客様のニーズに対

して現地でのサポートにも対応できるような体制を用意しています。

ジャカルタ/MURC現法
（2001年～）

ホーチミン/MURC Rep
（2018年～）

バンコク/MURC現法
（2018年～）

●マニラ

●シンガポール

●ソウル

●香港

●台湾

●上海

●北京

●蘇州

●深セン

● クアラルンプール

●

ヤンゴン●

● ハノイ

● ホーチミン
●

●ニューデリー

ムンバイ●

●チェナイ

●ハイデラバンード

アーメダバード●

●グルグラム

コーチ●

●ベンガルール

● 提携先拠点：SCS-Invictus

※SCS-Invictusのアジア以外の拠点は、

アムステルダム、ロンドン、イスタンブール、シドニー、
メルボルン、ダラス、シアトル、 カリフォルニア

● SCS-InvictusのJVであるCCI社の拠点（インド）

提携先拠点：MSR

※Myanmar Survey and Research Co.,Ltd.

2019年に弊社タイ現法とMoU締結

MURC拠点（3か所）

プノンペン

ジャカルタ

バンコク
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